
市議会だより
新型コロナウイルス感染症により引き起こされる
諸課題に対して議会として迅速に行動するため、
令和 2年 5月臨時会は会期を 39日間とする、これまでにない対応
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常任委員会審査の概要
5月1日、21日に常任委員会を開催し、
予算や条例など付託案件を審査した経過
等の概要です。

総務委員会

◆特別定額給付金について
•�特例としての本市独自のダウンロード郵送
方式により、一日も早く支給されるよう求
める意見

民生文教委員会

◆補正予算に対する附帯決議
•�子ども生活支援給付金の対象とならない子育
て世帯への支援を検討するよう求める意見

経済建設委員会

◆テイクアウト支援事業補助金について
•�積極的な周知に努め、申請手続きの簡便化
を図り、迅速に補助金を交付し、幅広い支
援策の検討を求める意見

議案番号 件名等 議決月日 結果

補
正
予
算

議案第50号 専決処分について（令和元年度甲府市一般会計補正予算（第7号）） 5月1日 承認
議案第52号 専決処分について（令和2年度甲府市一般会計補正予算（第1号）） 〃 〃
議案第53号 令和2年度甲府市一般会計補正予算（第2号） 〃 可決
議案第54号 令和2年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） 〃 〃
議案第57号 令和2年度甲府市一般会計補正予算（第3号） 〃 〃
議案第58号 令和2年度甲府市一般会計補正予算（第4号） 5月21日 〃

条
例
の
一
部
改
正

議案第51号 専決処分について（甲府市市税条例等の一部を改正する条例制定について） 5月1日 承認

議案第55号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条
例制定について 〃 可決

議案第56号 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 〃 〃
他 議案第49号 専決処分について（和解及び損害賠償の額の決定について） 〃 承認

議
員
提
出

甲議第 6 号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す
る条例制定について（議員報酬の減額） 5月1日 可決

甲議第 7 号 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の設置について 5月7日 〃

甲議第 8 号 「議案第58号　令和2年度甲府市一般会計補正予算（第4号）」に対す
る附帯決議について 5月21日 〃

甲議第 9 号 「新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策及び生活支援策」提言に
関する決議について 5月27日 〃

甲議第10号 「新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策及び生活支援策」強化を
求める意見書提出について 6月8日 〃

甲議第11号 「新型コロナウイルス感染症を甲府市民とともに乗り越えていく決
意宣言」に関する決議について 〃 〃

令和 2 年 5 月臨時会 審議結果
いずれの議案も全員異議なく承認・可決しました。

2020.7.1

5月
臨時会号

写真　ソーシャルディスタンスに配慮した議席配置として臨時会を開催。
拍手により、医療従事者及びすべての市民のみなさまへエールを送りました。

新型コロナウイルス感染症を
甲府市民とともに乗り越えていく決意宣言

１ 未知のウイルスによる感染の恐怖と闘いながら最前線で献身的に業務に
あたっている医療従事者をはじめとするエッセンシャルワーカー、そして
その家族に心からの敬意と感謝を表明する。

２ ウイルスをきっかけとするいわれなき偏見や差別は断じてあってはなら
ない。感染症に対する正しい理解を持ち、互いに支え合い、励まし合える
よう行動することを表明する。

３ 新型コロナウイルスによる感染が終息した後、ふるさと甲府をより一層
希望あふれるまちとするため、ともに今を乗り越えることを表明する。

宣言文の全文は
甲府市議会HPを
ご覧ください。

宣言文

国に提出
「新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策
及び生活支援策」強化を求める意見書（抜粋）

1　�地方経済の基盤である中小零細企業に対し、�
持続化給付金などの追加支援策を実施すると�
ともに、支給条件についても柔軟に対応した�
支援を行うこと。

1　�旅行業等の代理店経営で自粛の影響を受ける�
中小事業者に対し、支援の拡充を図ること。

1　�特別定額給付金を追加実施する
とともに、児童手当支給対象世
帯以外の高校生のいる世帯に対
しても支援金を給付すること。

1　�今後予定されている地方創生臨
時交付金を更に増額し、迅速な
交付措置を行うこと。

意見書の全文は
甲府市議会HPを
ご覧ください。

甲府市の主な緊急対応策
5月臨時会において承認・可決した議案
に関わる甲府市独自の主な支援策です。

■事業継続家賃補助金
売上額が減少した市内事業者を対象に、
店舗などの賃借料の一部を補助します。

■新型コロナ対策つなぎ資金
小規模事業者のみなさまに、実質無利子
・無担保の資金を融資します。

■テイクアウト支援事業補助金
新たにテイクアウトを始めた飲食店など
を対象に、その経費の一部を補助します。

■子ども生活支援給付金
児童扶養手当、または就学援助費を受給
している世帯に、3万円を支給します。
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緊急対応。議会をあげて新型コロナウイルス感染症に

全国的にも例のない長期臨時会に引き続き、
令和2年6月定例会を開会、切れ目なく議論。

各会派の代表者による新型コロナウイルス
感染症対策連絡会議を設置。6月8日まで
に7回にわたり会議を開催し、市長に対し
要望書を3度、提出しました。

全員協議会を開催し、執行部からこれまでの
取組状況の報告を受け、各議員が聞いている
市民の声を議員間で意見交換しました。

令和2年5月臨時会を開会。諸課題に対して議会として迅速に行動するため、
6月定例会開会予定日前日までの39日間を会期とする、これまでにない対応を取りました。
本会議では、緊急対応策とした市長の専決処分を承認。また、追加の補正予算とともに、
議員報酬の減額も可決しました。

本会議を開き、新型コロナ
ウイルス感染症対策特別
委員会の設置を決めました。

令和2年5月臨時会本会議を開き、市長から提案された追加の緊急対応策に関する
補正予算を可決。なお、補正予算案の子ども生活支援給付金については、対象とならない
子育て世帯への支援を検討するよう附帯決議を行い、議会の意思を明確に伝えました。

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会は
支援策案の取りまとめ後も委員会を継続し、宣言文案、
国への意見書案をまとめました。

令和2年5月臨時会本会議を開き、宣言文、国へ
の意見書提出について可決し、閉会しました。

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会は、
7日から5回の委員会を開催、各会派
から提案された106項目に及ぶ支援
策案をもとに委員間討議し、22日に
「新型コロナウイルス感染症に伴う
経済対策及び生活支援策」提言に
関する決議案を取りまとめました。

令和2年5月臨時会本会議を
開き、新型コロナウイルス感染症対
策特別委員会中間報告を行い、「新型
コロナウイルス感染症に伴う経済対
策及び生活支援策」提言に関する決議
を全会一致で可決。

予算の編成権は市長にのみ認められている
ことから、市民の声を受けた甲府市議会の
「経済対策及び生活支援策」は、市長から改
めて補正予算として議会に提案され、議会
で議決した後に実行されます。
そのため、議会から市長に対して、提言を
可及的速やかに実行するよう申し入れを
行いました。

市長に提言。議会としての経済対策及び生活支援策を

「新型コロナウイルス感染症に伴う
経済対策及び生活支援策」提言に関する決議（要旨）
・飲食店等の営業悪化は影響が広範に及ぶことが懸念されることから、
飲食店等再開準備に対して支援すること。

・路線バス等の公共交通事業者の維持・存続に向けた支援について
早急に検討し、実施すること。

・農家の経営、農地の維持に向けた支援について検討し、
実施すること。

・全子育て世帯に対して更なる生活支援給付金を支給すること。

・放課後児童クラブにおける感染拡大を避け、児童が安心して
過ごせる環境で運営するため、学校施設を開放すること。

決議の全文は
甲府市議会HPを
ご覧ください。
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